
石垣市緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染症について） 

 

 市民の皆様におかれましては、日頃より新型コロナウイルス感染予防に関しお取り組みいただき、誠

にありがとうございます。 

 

 さて、去る 13 日、皆様のご協力にもかかわらず、ここ石垣市においても初の感染者が２名確認され

ました。市としても、政府の緊急事態宣言発令を踏まえ、観光客や帰省者の皆様の来島自粛等を強くお

願いするなど、島内における感染者発生を食い止めることに注力してきたところ、大変遺憾に思いま

す。感染者の方の一日も早い回復を願っております。 

 13 日に確認された感染者のうち１名は多くの方が訪れる可能性のある飲食店において勤務されておら

れたこと、また、本日 16 日には、さらに１名の感染者が確認され、その方については先の感染者と同じ

飲食店の関係者で、４月１日に発症後も市内の飲食店等において会食されていたことが、同席した複数の

方に確認が取れており、濃厚接触者が数十名から百名以上にのぼる可能性が高いことから、石垣島内にお

いては、クラスター感染が起こり、無症状の方なども含め、既に多くの未確認の感染者がおられる可能性

があります。 

 症状の出ていない感染者の方などが、家族、職場の同僚、訪れた店舗の職員などに無自覚に感染さ

せ、島内に二次感染者が多く発生することとなると、医療崩壊を招き、高齢者や基礎疾患をお持ちの方

を始めとした市民の皆様の生命・健康に大きな危険が及ぶ可能性があります。 

 また、短期間で島内の感染拡大を十分に抑え込めない場合、長期間にわたり観光客が激減し、飲食

業、宿泊業等の観光関連産業を始めとした各種産業が壊滅的なダメージを被る可能性もあります。 

 

つきましては、本日、政府が全国を緊急事態宣言の対象としたことも踏まえ、この段階で、島内での

感染拡大を徹底的に抑え込むため、石垣市においても緊急事態を宣言いたします。全市民の皆様につきま

して、病状の有無にかかわらず、明日より２週間の自宅待機を強くお願いいたします。 

食料品・必需品の入手や、急を要する医療機関の受診、どうしても外出を要する仕事などの必要な場

合を除き、外出を厳に慎んでいただき、外出せざるを得ない場合には、密閉、密集、密接の三密の回

避、他者との適切な距離の確保、マスクの着用、手洗い、うがい、手で顔を触らない等の感染防止策を

徹底してください。また、家族間での感染防止のため、家庭内においても、ドアノブ・トイレ等の共用

部分の消毒、体調不良の方がいらっしゃる場合に部屋を分けるなどの対策を併せて実施してください。 

また、既に確認されている感染者と接触された認識のある方につきましては、最後に接触した日から２

週間経過するまでは、外出禁止を徹底してください。 

市においても、八重山保健所、県立八重山病院、八重山医師会、民間医療機関などの関係機関と連携

し、明日 17 日午後を目途としてコロナ相談外来を新たに立ち上げますので、新型コロナウイルス感染の

可能性のある体調不良を感じられた方は、まずそちらにご連絡ください。問い合わせ先等については、明

日追って市のホームページ等で公表いたします。 

 

市民の皆様には、大変なご苦労・ご不便をおかけいたしますが、皆様の生命・健康、暮らしを守るた

め、何とぞ引き続きのご協力をお願いいたします。 

 

令和２年４月 16 日 

石垣市長 中山 義隆 


